
（別記第２号様式 道民意見提出手続の意見募集結果） 

北海道感染症予防計画（素案）についての意見募集結果 

         令和６年２月２１日 

北海道感染症予防計画（素案）について、道民意見提出手続により、道民の皆様からご意 

見を募集したところ、 ９人から、延べ１１件のご意見が寄せられました。 

   ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

項番第１８「特定感染症等対策の推進」に

ついて、第１７までの書きぶりと統一するか、

関係を明確にするなどの整理が必要である。

（１件） 

ご意見を踏まえ、項番第１７以前を第１章、

第１８を第２章とする２章の構成に整理しま

した。 

 

 Ａ 

特定感染症について、検査できる敷居を低

くするため、様々な健康診断の際に、任意で

検査できるようにしてほしい。（１件） 

国において特定感染症予防指針等を定めて

いる感染症のうち、結核や肝炎ウイルスについ

ては、市町村が実施する健康診断や労働安全衛

生法に基づく職場健診等において、その他の項

目と併せて検査しているほか、エイズや梅毒な

どの検査については、住民に身近な保健所等に

おいて実施しています。 

 

 Ｂ 

学校の授業で、様々な感染症について教え

ることが重要である。特に、高校生には性感

染症について、性教育の一環として伝えるこ

とが重要である。（１件） 

道では、性感染症をはじめ、感染症に関する

予防方法など正しい知識の普及啓発を図るた

め、ホームページの活用とともに、中学校等へ

の出前講座やリーフレットの配布などを行っ

ており、今後も普及啓発を進めてまいります。 

 Ｂ 

計画に「新型コロナウイルス」の文言が記

載されているが、「新型コロナウイルス」の

存在は確認されていない。（１件） 

令和４年１２月に成立した改正感染症法に

基づき、都道府県は、新型コロナウイルス感染

症に関するこれまでの取組を踏まえて、国が示

す方針に即して、計画を策定することとされて

おります。 

 Ｄ 



存在しないウィルス・感染症へのワクチン

・予防接種は必要ない。（１件） 

道では、予防接種法に基づき、実施される予

防接種について、接種の判断に資するよう、ワ

クチンの有効性や安全性等に関する正しい知

識の普及に努めてまいります。 

 Ｄ 

コロナ流行時に、知事から要請があったと

おり会社の同僚と距離をおいたところ、社内

で孤立し、未だに不利益を受けている。 

（１件） 

 道では、感染症に関する差別や偏見を解消す

るため、あらゆる機会を通じて正しい知識の普

及啓発に努めてまいります。 

 ― 

マスクを着用した方が良い、密な場所を教

えてくれるシステム等を開発してほしい。 

（１件） 

 道では、感染症の予防に必要な情報の公表に

努めることとしており、今後、具体的な取組を

検討する際の参考とさせていただきます。 

 

 Ｃ 

食料品等を届ける仕組みでは、個人の事情

を勘案し、必要なものだけを届けるようにし

てほしい。（１件） 

 道や保健所設置市では、生活上の支援等を行

うことができる体制等の整備に当たり、生活必

需品や必要な医薬品等を支給・供給できるよう

準備を進めることとしており、今後、具体的な

取組を検討する際の参考とさせていただきま

す。 

 Ｃ 

水道の蛇口から直接水を飲むと、感染症が

うつる恐れがあるので、そのような行為は禁

止にしてほしい。（１件） 

 道では、感染症に関する正しい知識の普及と

ともに、これに基づく取扱いの定着に今後も努

めてまいります。 

 

 Ｄ 

痛みが少なく、楽に接種ができるワクチン

の注射器を開発してはどうか。（１件） 

 全国共通の課題であるワクチン等の医薬品

や医療機器等の開発などにつきましては、国の

役割とされているところです。 

 

 Ｄ 



国民の感染管理に関する意識が希薄になっ

ている。国民の感染に関する認識を確認した

り、意識付けを行ってからパブリックコメン

トを実施すべき。（１件） 

 道では、これまで、感染症の拡大を防ぐため、

各種広報ツールを活用するなどして、注意喚起

等に取り組んできたところであり、今後とも、

地域の感染状況も丁寧に把握しながら、わかり

やすい情報発信を行い、感染症の予防意識向上

に努めてまいります。 

 Ｄ 

※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 素案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 素案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 素案に取り入れなかったもの 

Ｅ 素案の内容についての質問等 

― 素案とは関連性のない意見 
 
   

 
問い合わせ先 

 保健福祉部感染症対策局感染症対策課 

 電話 ０１１－２０６－０３６８ 

 


